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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　水環境の現状

第２節　水環境の保全

環境対策課
１　安全な水環境
①　公共用水域
公共用水域の人の健康の保護に関する項目につ

いては、大川下流で砒素が、迫川中流でカドミウ
ム､鉛及びふっ素が、江合川上流で砒素、総水銀､
ふっ素及びほう素が環境基準を超過しました。
迫川中流で鉛（五輪原橋）並びにカドミウム及

びふっ素（五輪原橋及び久保橋）が基準を超過し
た要因は、自然汚濁及び過去の鉱山排水によるも
のと考えられます。江合川上流（鳴子ダム流入部）
で砒素、総水銀、ふっ素及びほう素が基準を超過
した要因は、上流部からの温泉水の流入等自然的
汚濁によるものと考えられます。大川下流の砒素
については原因が不明ですが継続して調査してい
きます。

 

②　地下水
地下水では、概況調査において、４０地点中１地

点で砒素の環境基準を超えた井戸が発見されまし
た。環境基準を超えた地点の周辺井戸について水
質調査を行ったところ、環境基準を超過した井戸
が２点ありました。
継続監視調査では４７地点中２９地点で環境基準を

超過しています。主な超過項目は、テトラクロロ
エチレン等の有機塩素系化合物、砒素、硝酸性窒
素及び亜硝酸窒素です。超過の要因として、有機
塩素系化合物は人為的な汚染によるもの、砒素は
地質構造由来の自然汚濁によるもの、硝酸性窒素
及び亜硝酸性窒素は施肥によるものと考えられま
す。

▲図３−４−２−１　大川下流（神山橋）における砒素の測定結
果（平均値）

▲図３−４−２−２　迫川中流（五輪原橋）におけるカドミウム・
鉛・ふっ素の測定結果（平均値）
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▼表３−４−２−１　地下水水質測定計画に基づく測定結果（平成２３年度）

As*ＢFNO２-N
NO３-NSePCETCE１,１,１-

TCE
１,２-
DCE

１,１-
DCE

四塩化
炭素AsCr６+PbCd項　　目

０．０１１０．８１００．０１０．０１０．０３１０．０４０．１０．００２０．０１０．０５０．０１０．０１環境基準（mg/L）

１１１１１１１１１１１１１１１調査市町村数
概
況
調
査

５４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０４０調査地点数

２（２）３５（０）１２（０）２０（０）０（０）３（０）０（０）０（０）０（０）０（０）０（０）６（１）０（０）２（０）０（０）検出（超過）地点数

０．０３００．０５３最大値（mg/L）

４３３３３３１５１１調査市町村数継
続
監
視
調
査

１５１４１４１４１４１４１１４２１調査地点数

１５（６）１２（８）４（１）１（０）３（１）１（０）０（０）１４（１３）１（０）０（０）検出（超過）地点数

２２４．７０．１０．０６６０．０９７最大値（mg/L）

（注）Cd：カドミウム、Pb：鉛、Cr６＋：六価ｸﾛﾑ、As：砒素、１，１−DCE：１，１−ジクロロエチレン、１，２DCE：１，２−ジクロロエチレン、１，１，１−TCE：１，１，１−トリクロロエタン、TCE：トリクロロエチレ
ン、　PCE：テトラクロロエチレン、Se：セレン、NO２−N、NO３−N：亜硝酸性窒素・硝酸性窒素、F：ふっ素、B：ほう素　＊汚染井戸周辺地区調査

▲図３−４−２−３　迫川中流（久保橋）におけるカドミウム・
ふっ素の測定結果（平均値）

▲図３−４−２−４　江合川上流（大深沢（鳴子ダム流入部））に
おける砒素及び総水銀の測定結果（平均値）
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第３部　環境保全施策の展開

２　清らかな水環境
①　環境基準の達成状況
生活環境項目のうち、有機性汚濁の指標となる

ＢＯＤ及びＣＯＤの環境基準の達成状況を水域ご
とに見ると、河川では５９水域中５７水域で達成して
おり、達成率は９７％でした。湖沼は１２水域のうち
１水域で達成しており達成率は８％、海域は２４水
域のうち２１水域で達成しており達成率は８８％でし
た。
なお、平成２３年度の海域調査は、東日本大震災

の震災の影響により測定は２回のみ実施しました。

全窒素・全燐の環境基準の達成状況を水域ごと
に見ると、湖沼の全燐の環境基準は、５水域のう
ち１水域で達成し、達成率は２０％でした。（全窒
素は当分の間適用しないこととしています。）
海域では、全窒素及び全燐共に９水域中７水域

で達成し、達成率は７８％でした。
また、水生生物に係る水質環境基準は、河川７

水域、湖沼２水域の全水域で達成しており、達成
率は１００％でした。

▼表３−４−２−２　類型別及び水域別のＢＯＤ（ＣＯＤ）の環境基準達成状況

達　　成　　率　（％）達　　成
水 域 数

達　　成
基準点数

基準
点数

あてはめ
水 域 数

類型
区分 平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度

１００１００１００１００１００７１４１４７AA

河川
（BOD）

１００９５１００１００９５２０２０２０２０Ａ
９４１００１００１００１００１５１７１８１６Ｂ
９４１００１００１００１００１５１６１７１６Ｃ
９７９８１００１００９８５７６７６９５９計
０００００００６６AA

湖沼
（COD）

２５２５２５２５５０１１４４Ａ
０００００００２２Ｂ
８８８８１７１１１２１２計
７８１１２２０３３７１９２２※２９Ａ

海域※１

（COD）
８９６７５６６７６７８１１１２９Ｂ
１００１００１００１００１００６６６６Ｃ
８８５４５４５０６３２１３６４０２４計

▲図３−４−２−５　全水域環境基準達成率の推移
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類型ごとのＢＯＤについては、B類型の１６水域

のうち１水域及びC類型の１６水域のうち１水域で
環境基準を達成しませんでしたが、AA類型、A類
型及びC類型は全水域で達成しました。環境基準
を達成しなかった水域については、下水処理施設
の被災に伴う放流が一因と考えられます。
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金流川 小畑橋  A類型
吉田川下流 善川橋 B類型

鶴田川 下志田橋(サイホン) C類型
出来川 小牛田橋 C類型
大崎市古川地区内新堀サイホン入口 C類型

▲図３−４−２−６　生物化学的酸素要求量（BOD）が高い地点
の推移（年間７５％値）

※１　震災の影響で７地点欠測
※２　震災の影響で３７地点は年２回の測定
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

③　湖沼
類型ごとのＣＯＤについては、Ａ類型の４水域

のうち１水域で環境基準を達成しましたが、ＡＡ
類型、Ｂ類型については全水域で未達成となりま
した。
また、全燐については、５水域のうち１水域で

環境基準を達成しています。

▲図３−４−２−７　化学的酸素要求量（COD）が高い地点の推
移（年間７５％値）
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伊豆沼 Ｂ類型 長沼 Ｂ類型
南川ダム Ａ類型 樽水ダム Ａ類型
漆沢ダム ＡＡ類型

▲図３−４−２−８　化学的酸素要求量（COD）が低い地点の推
移（年間７５％値）

▲図３−４−２−９　全燐測定結果の推移（年間平均値）

④　海域
類型ごとのＣＯＤについては、Ａ類型９水域の

うち７水域、Ｂ類型９水域のうち８水域、Ｃ類型
６水域の全水域で環境基準を達成しました。
また、全窒素については、Ⅲ類型３水域のうち

２水域、Ⅱ類型６水域のうち５水域で環境基準を
達成しています。
全燐については、Ⅲ類型３水域のうち２水域

で、Ⅱ類型は６水域のうち５水域で環境基準を達
成しています。平成２３年度は被災した下水処理施
設の影響を調査するために海域の放流口付近でも

臨時検査を行いましたが、影響は認められません
でした。これらの地点については継続して平成２４
年度も実施していきます。

▲図３−４−２−１３　全燐測定結果の推移（年間平均値）
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気仙沼湾（イ）　Ⅲ類型広田湾全域　Ⅱ類型
万石浦全域　Ⅱ類型女川湾（ロ）　Ⅱ類型
女川湾（イ）　Ⅲ類型志津川湾全域　Ⅱ類型
松島湾（ロ）　Ⅱ類型松島湾（イ）　Ⅲ類型

濃度（㎎/Ｌ）

▲図３−４−２−１２　窒素測定結果の推移（年間平均値）
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女川湾（イ）　Ⅲ類型志津川湾全域　Ⅱ類型
松島湾（ロ）　Ⅱ類型松島湾（イ）　Ⅲ類型

▲図３−４−２−１０　化学的酸素要求量（COD）が高い地点の
推移（年間７５％値）
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その他の地先 桂島海水浴場 Ａ類型

石巻地先（乙-3） 雲雀野海岸沖（H-2） Ｂ類型

石巻地先（甲-2） 雲雀野海岸沖（H-１） Ｃ類型

石巻地先（甲-1） 工業港入口 Ｃ類型

二の倉地先（甲） 二の倉前-1 Ｃ類型

※平成２３年度は震災の影響により桂島海水浴場については測定して
いない。

▲図３−４−２−１１　化学的酸素要求量（COD）が低い地点の
推移（年間７５％値）
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その他海域 お伊勢浜 Ａ類型

その他海域 荻浜地先 Ａ類型

その他海域 小田の浜 Ａ類型

※平成２３年度は震災の影響により小田の浜・お伊勢浜については測
定していない。
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第３部　環境保全施策の展開

▼表３−４−２−３　下水道処理施設海域への放流口付近の水質
検査結果（大腸菌群数MPN/１００ｍL）

１　工場・事業場対策
水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）では、
人の健康に係る被害が生じるおそれのある物質を
含む汚水廃液を排出する等、一定の要件を備える
施設を特定施設として定め、特定施設を設置して
いる工場・事業場から公共用水域に排出される水
について排水基準を適用して規制を行っています。

２　安全な水環境を目指して講じた施策
環境対策課

水質汚濁防止法に規定する特定事業場の数は、
平成２３年度末現在で５，７０３事業場です。このうち
有害物質を排出するおそれのある特定事業場は
２５３事業場で全特定事業場の約４％となっていま
す。

⑤　海水浴場
東日本大震災の影響により海水浴場の開設はあ

りませんでした。そのため、平成２３年度は環境省
通知に基づく海水浴場の水質検査は実施していま
せん。

２月１０月
１．８１３，０００県南浄化センター放流口
＜１．８２県南浄化センター放流口前２
４９１３０山元浄化センター

▼表３−４−２−４　下水道処理施設海域への放流口付近の水質
検査結果（COD ｍｇ/１００ｍL）

２月１０月
１．５２．３県南浄化センター放流口
１．５１．２県南浄化センター放流口前２
１．９１．７山元浄化センター
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表３−４−２−５　水質汚濁防止法に規定する特定事業場数

平成２３年度末における特定事業場数
平成２２年
度末にお
ける特定
事業場数

平成２１年
度末にお
ける特定
事業場数

業　　　種　　　区　　　分分類
番号 ①＋②

合計

②のうち生活
環境項目の排
水基準が適用
される事業場

②１日あたりの平均排水量５０㎥未満の①１日当たりの平均排水量５０㎥以上の

有害物質使用特定事業場
事業場

有害物質使用特定事業場
事業場

地下浸透地下浸透

１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）１（　０）鉱業又は水洗炭業１
１，０５８（　２０）１６（　０）０（　０）２０（　２０）１，０４９（　２０）０（　０）０（　０）９（　０）１，０５６（　３）１，０４８（　２０）畜産農業又は関連サービス業１－２
７８（　７）２（　１）０（　０）０（　０）６８（　６）０（　０）０（　０）１０（　１）７８（　０）７６（　７）畜産食料品製造業２
６１３（　８）２６（　０）０（　０）０（　０）５７２（　８）０（　０）０（　０）４１（　０）６３８（　０）６２７（　７）水産食料品製造業３
３０９（　９）０（　０）０（　０）０（　０）３０５（　９）０（　０）０（　０）４（　０）３０８（　０）２８８（　１０）保存食料品製造業４
７４（　２）０（　０）０（　０）０（　０）７３（　２）０（　０）０（　０）１（　０）７４（　０）７６（　２）みそ・食酢等の製造業５
１２（　３）１（　１）０（　０）０（　０）１１（　２）０（　０）０（　０）１（　１）１２（　０）１２（　３）菓子・製あん業８
４（　０）０（　０）０（　０）０（　０）４（　０）０（　０）０（　０）０（　０）３（　０）３（　０）米菓製造業等９
５０（　６）２（　２）０（　０）０（　０）４２（　４）０（　０）０（　０）８（　２）４９（　０）５２（　６）飲料製造業１０
２５（　６）０（　０）０（　０）１（　１）２２（　６）０（　０）０（　０）３（　０）２４（　０）２２（　５）飼肥料製造業１１
２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）１（　０）２（　０）４（　０）動植物油脂製造業１２
２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）２（　０）２（　０）ぶどう糖水あめ製造業１５
３２（　３）０（　０）０（　０）０（　０）３１（　３）０（　０）０（　０）１（　０）３２（　０）３２（　３）めん類製造業１６
２９２（　２７）１（　０）０（　０）０（　０）２８９（　２７）０（　０）０（　０）３（　０）２９２（　０）３０２（　２７）豆腐煮豆製造業１７
１４（　０）１（　０）０（　０）０（　０）１１（　０）０（　０）０（　０）３（　０）１５（　０）１６（　０）冷凍調理食品製造業１８－２
９（　４）０（　０）０（　０）０（　０）８（　４）０（　０）０（　０）１（　０）１０（　０）１０（　４）繊維製品製造業１９
２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）２（　０）２（　０）湿式バーカー２１－２
４（　０）０（　０）０（　０）０（　０）４（　０）０（　０）０（　０）０（　０）４（　０）４（　０）合板製造業２１－３
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）２（　０）パーティクルボード製造業２１－４
３（　０）０（　０）０（　０）１（　０）３（　０）０（　０）０（　０）０（　０）３（　１）３（　０）木材薬品処理業２２
２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）２（　０）３（　０）３（　０）紙加工品製造業２３
５３（　４３）１（　０）０（　０）５（　５）５３（　４３）０（　０）０（　０）０（　０）５３（　２）５４（　４２）印刷業等２３－２
１（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）２（　１）２（　０）化学肥料製造業２４
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）１（　０）無機顔料製造業２６
３（　２）０（　０）０（　０）０（　０）３（　２）０（　０）０（　０）０（　０）３（　０）３（　２）その他の無機化学工業製造業２７
０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）有機顔料製造業３２
２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）２（　０）合成樹脂製造業３３
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）石けん製造業３８
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）その他の有機化学工業製品製造業４６
１（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　１）医薬品製造業４７
１（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）１（　０）農薬製造業４９
１（　１）１（　１）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）１（　１）１（　０）１（　１）石油精製業５１
３（　２）１（　１）０（　０）０（　０）１（　１）０（　０）１（　１）２（　１）４（　０）５（　２）自動車タイヤ・チューブ製造業、ゴムホース製造業等５１－２
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）皮革製造業５２
１０（　４）０（　０）０（　０）１（　１）９（　４）０（　０）０（　０）１（　０）１２（　１）１１（　４）ガラス製品製造業５３
７４（　５）１（　０）０（　０）０（　０）７４（　５）０（　０）０（　０）０（　０）７６（　０）７７（　５）セメント製品製造業５４
７８（　１７）３（　３）０（　０）０（　０）７２（　１４）０（　０）０（　０）６（　３）７９（　０）７８（　１７）バッチャープラント５５
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）１（　０）人造黒鉛電極製造業５７
１４（　１）１（　１）０（　０）０（　０）１２（　０）０（　０）０（　０）２（　１）１３（　０）１４（　１）砕石業５９
３４（　４）０（　０）０（　０）０（　０）３２（　４）０（　０）０（　０）２（　０）３４（　０）３７（　４）砂利採取業６０
３（　１）１（　１）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）１（　１）２（　１）４（　０）４（　２）鉄鋼業６１
１（　０）２（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）１（　０）非鉄金属製造業６２
１５（　１）１（　０）０（　０）２（　０）８（　１）０（　０）３（　０）７（　０）１５（　２）１４（　２）金属製品製造業６３
０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設６３－３
２４（　６）７（６）０（　０）０（　０）１０（　０）０（　０）３（　０）１４（６）２２（　０）２４（　６）水道施設６４－２
８３（　１６）１（　０）０（　０）３３（　１３）６７（　１６）０（　０）８（　０）１６（　０）７７（　２６）７６（　１７）表面処理施設６５
１０（　３）０（　０）０（　０）６（　３）６（　３）０（　０）３（　０）４（　０）１５（　５）１０（　３）電気めっき施設６６
９２２（　７５）４０（　２２）０（　０）１５（　１５）８０６（　５３）０（　０）２０（　２０）１１６（　２２）９９２（　０）１，０１６（８１）旅館業６６－２
２０（　５）３（　０）０（　０）０（　０）１５（　５）０（　０）０（　０）５（　０）２０（　０）１８（　５）共同調理場６６－３
１４（　６）０（　０）０（　０）０（　０）１２（　６）０（　０）０（　０）２（　０）１４（　０）１５（　６）弁当製造業６６－４
４８（　２１）１（　１）０（　０）０（　０）３９（　２０）０（　０）０（　０）９（　１）４７（　０）４７（　２０）飲食店６６－５
３（　２）１（　０）０（　０）１（　１）３（　２）０（　０）０（　０）０（　０）３（　０）３（　２）主食と認められる食事を提供しない飲食店６６－６
３４３（　６７）５（　４）０（　０）１５（　７）３３３（　６３）０（　０）２（　２）１０（　４）３４９（　１８）３５２（　６５）洗たく業６７
１１０（　４３）０（　０）０（　０）０（　０）１１０（　４３）０（　０）０（　０）０（　０）１１０（　０）１１１（　４１）写真現像業６８
１５（　６）２（　２）０（　０）１（　１）７（　４）０（　０）３（　２）８（　２）１３（　１）１３（　５）病院６８－２
３（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）０（　０）０（　０）２（　０）３（　０）２（　１）と畜業６９
１（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　１）中央卸売市場６９－２
１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）廃油処理施設７０
１６（　１５）０（　０）０（　０）０（　０）１６（　１５）０（　０）０（　０）０（　０）１５（　０）１５（　１４）自動車分解整備事業７０－２
８０１（３５６）３（　０）０（　０）０（　０）８０１（３５６）０（　０）０（　０）０（　０）７８３（　０）７６３（３３８）自動式車両洗浄施設７１
１１８（　７２）３（　０）０（　０）５７（　４５）１１０（　７２）０（　０）６（　０）８（　０）１１６（　４２）１１９（　７１）試験・研究機関７１－２
３１（　７）１（　０）０（　０）１（　０）２７（　７）０（　０）０（　０）４（　０）１９（　１）１９（　３）一般廃棄物処理施設７１－３
２３（　１３）２（　１）０（　０）２（　２）２１（　１２）０（　０）１（　１）２（　１）２３（　２）２３（　１３）産業廃棄物処理施設７１－４
１２（　１）０（　０）０（　０）１２（　１）１２（　１）０（　０）０（　０）０（　０）１０（　１０）１０（　１）ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等洗浄施設７１－５
１（　０）０（　０）０（　０）１（　０）１（　０）０（　０）０（　０）０（　０）１（　１）１（　０）ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等蒸留施設７１－６
１５８（　１６）１７（　１６）０（　０）０（　０）７（　０）０（　０）１６（１６）１５１（　１６）１６４（　０）１６５（　１６）し尿処理施設７２
４４（　５）５（　５）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）６（　５）４４（　５）４０（　０）４１（　５）下水道終末処理施設７３
１６（　２）０（　０）０（　０）１（　１）５（　２）０（　０）１（　０）１１（　０）１７（　０）１７（　２）共同処理施設７４

５，７０３（９１６）１５２（　６８）０（　０）１７７（１１６）５，１８０（８4８）０（　０）７６（　４９）５２３（　６８）５，７７０（１１７）５，７５８（８９３）合　　　　　計
（注）　（　）は仙台市分、内数
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第３部　環境保全施策の展開

２　地下水汚染対策
平成元年度に水質汚濁防止法が改正され、トリ

クロロエチレン及びテトラクロロエチレンの２物
質が排水基準項目に追加されて排水規制が行われ
るとともに、有害物質を含む水の地下への浸透が
禁止されました。
また、同時に、公共用水域と同様、各都道府県

知事が地下水の常時監視を行い、測定結果を公表
することとなりました。
平成８年の水質汚濁防止法の改正により、地下

水汚染原因者に対する改善措置の命令が規定され
ました。
平成９年３月には、地下水に関して、人の健康

の保護に関する環境基準２３項目が設定され、平成
１１年２月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、
ふっ素、ほう素の３項目が、平成２１年１１月には、
塩化ビニルモノマー、１，４－ジオキサンの２項目
が新たに追加されました。
環境基準を超える汚染が発見された井戸につい

ては、人の健康を保護する観点から飲用を禁止
し、上水道への切換等を指導しています。

環境対策課

１　工場・事業場対策
①　特定事業場対策
水質汚濁防止法では、湖沼や海域の内湾のよう

な閉鎖的な水域については、植物プランクトンの
増殖による水質汚濁を防止するため、その要因と
なる窒素・燐についても排水基準が定められてい
ます。
県内の公共用水域のうち、水質汚濁防止法によ

る一律の排水基準によっては生活環境を保全する
ことが十分でないと認められる阿武隈川、松島湾
等の水域については、より厳しい上乗せの排水基
準を設定しています。
さらに、水質汚濁防止法による特定施設となっ

ていない施設で水質の保全を図る上で規制が必要
であるものに対しては、公害防止条例により水質
汚濁防止法と同等の規制を行っています。　
公害防止条例の対象となっている事業場は、平

成23年度末現在で1,221事業場であり、そのうち、
61事業場に排水基準が適用されています。
排水基準の遵守状況の把握及び指導のため、こ

３　清らかな水環境を目指して講じた施策

環境対策課

▲図３−４−２−１４　業種別特定事業場の状況（平成２３年度）

その他
35％

し尿処理施設
2%

豆腐煮豆製造業
5% 保存食料品

製造業
4%

洗たく業
4%

水産食料品製造業
9%

自動式車両
洗浄施設
12%

畜産農業
15%

旅館業
13%

れら工場・事業場に対して立入検査を実施した件
数は、法に基づくもの666件、条例に基づくもの 
33件でした。このうち、排出水の水質検査を行っ
た件数は350件（法333件、条例17件）で、排水基
準に適合しない件数は11件でした。不適合の工
場・事業場については、汚水等の処理施設の管理
方法の改善等について指導を行いました。

３　農薬等対策
①　ゴルフ場に係る農薬対策
「ゴルフ場における農薬の安全使用に関する指
導要綱」及び「ゴルフ場における農薬の安全使用
に関する指導要領」に基づき、農薬の安全かつ適
正な使用及び危害防止を推進しました。
県内全てのゴルフ場を巡回し、農薬使用記録簿

をもとに農薬の使用状況や防除の実施状況につい
て確認と指導を行いました。
②　農薬の適正使用
ゴルフ場で使用される農薬については、「公共

用水域における農薬の水質評価指針値」を達成す
るため、実施団体に対し、水道水源となっている
河川、湖沼及び浄水場等の周辺を除外して実施区
域を選定するよう指導し、水道水源の汚染防止に
努めています。
農薬を使用する機会が増える６月から８月にか

けて農薬危害防止運動を行い、「農薬危害防止研
修会」を開催した他、農家等に対しては、農薬の
使用基準の遵守を指導しています。
また、農薬取扱者を対象とした研修会を開催す

るとともに、リーフレットや「宮城県農作物病害
虫・雑草防除指針」を作成し、指導機関と連携し
て農薬適正使用の啓発を図りました。

農産園芸環境課
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表３−４−２−６　窒素含有量及び燐含有量についての排水基準を適用する湖沼

▼表３−４−２−７　窒素含有量及び燐含有量についての排水基準を適用する海域

▼表３−４−２−８　公害防止条例（水質）に規定する特定施設設置届出数

▼表３−４−２−９　行政上の措置状況

広田湾　万石浦　松島湾　気仙沼湾　雄勝湾　女川湾　鮫ノ浦湾　志津川湾　松川浦

◎窒素含有量についての排水基準を適用する湖沼  
青下ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）　丸田沢ため池（仙台市）　富士沼（石巻市）　川原子ダム貯水池（白石市）　
内町ため池（角田市）　長沼（登米市）　平筒沼（登米市） 伊豆沼（栗原市、登米市）　内沼（栗原市、登米市）
小田ダム貯水池（栗原市）　上大沢ダム貯水池（大崎市）　化女沼ダム貯水池（大崎市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）
阿川沼(七ヶ浜町）　惣の関ダム貯水池（利府町）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　孫沢ため池（加美町）
漆沢ダム貯水池(鳴源湖)（加美町）　長沼（加美町）　
◎燐含有量についての排水基準を適用する湖沼 
青下ダム貯水池（仙台市）　大倉ダム貯水池（仙台市）　月山池（仙台市）　七北田ダム貯水池（仙台市）　
丸田沢ため池（仙台市）　宮床ダム貯水池（仙台市、大和町）　富士沼（石巻市）　川原子ダム貯水池（白石市）
樽水ダム貯水池（名取市）　内町ため池（角田市）　長沼（登米市）　平筒沼（登米市）  伊豆沼（栗原市、登米市）
内沼（栗原市、登米市）　荒砥沢ダム貯水池（栗原市）　小田ダム貯水池（栗原市）　栗駒ダム貯水池（栗原市）
花山ダム貯水池（栗原市）　上大沢ダム貯水池（大崎市）　化女沼ダム貯水池（大崎市）　鳴子ダム貯水池（大崎市）
七ヶ宿ダム貯水池（七ヶ宿町）　釜房ダム貯水池（川崎町）　松ヶ房ダム貯水池（宇田川湖）（丸森町、福島県相馬市）
阿川沼(七ヶ浜町）　惣の関ダム貯水池（利府町）　嘉太神ダム貯水池（大和町）　南川ダム貯水池（大和町）
牛野ダム貯水池（大衡村）　孫沢ため池（加美町）　漆沢ダム貯水池(鳴源湖)（加美町）　長沼（加美町）

平成２３年度末における届出数
平成２２年度
末における
届出数

平成２１年度
末における
届出数

特定施設の種類分類
番号 ①＋②合計②排水基準

適用外

　①排水基準適用
うち特別排水
基準適用

８（　０）５（　０）１（　０）３（　０）８（　０）８（　０）水産卸売市場の洗浄施設１
２１７（　３６）１９３（　３４）４（　２）２４（　２）２１９（　３６）２１６（　３６）集団給食施設２
８７２（１７９）８６６（１７４）３（　２）６（　５）８８５（１７９）８９４（１７９）ガソリンスタンド営業・自動車整備業の洗浄施設３
１（　１）１（　１）０（　０）０（　０）２（　１）２（　１）廃油再生用原料処理施設４
１１８（　１５）９２（　８）６（　１）２６（　７）１２０（　１５）１２１（　１６）公衆浴場業の洗場施設５
３（　１）２（　１）０（　０）１（　０）３（　１）３（　１）ごみ処理施設６
１（　１）０（　０）０（　０）１（　１）１（　１）１（　１）動物園７
１（　１）１（　１）０（　０）０（　０）１（　１）１（　１）病院の廃液処理施設８
０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）ｱｽﾌｧﾙﾄ又は油脂類容器の洗浄施設９

１，２２１（２３４）１，１６０（２１９）１４（　５）６１（　１５）１，２３９（２３４）１，２４６（２３５）合　　　　　計

（注）（　）内は仙台市分、内数
※　県警が水産食料品製造業者を事件送致したもの

計画変更
命　　令

改善命令件数（法１３条）直罰処分
件　　数

排出水検査
のべ件数区分

一時停止命令改善命令

０（　０）０（　０）１（　０）０（　０）４９１（１９９）平成１９年度

０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）４５１（１６１）平成２０年度

０（　０）０（　０）２（　０）　１（　０）※４４１（１７８）平成２１年度

０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）４６９（１７７）平成２２年度

０（　０）０（　０）０（　０）０（　０）３５０（１４６）平成２３年度

（注）（　）内は仙台市分、内数

②　小規模（未規制）事業場対策
水質汚濁防止法及び公害防止条例に基づく生活

環境項目の排水基準が適用されない工場・事業場
の数は、平成２３年度末現在で６，３３９事業場となっ

ています。これら小規模な事業場からの負荷を軽
減するため、汚濁排水の削減方法や簡易な排水処
理施設の設置等について指導を行っています。

環境対策課
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第３部　環境保全施策の展開

③　畜産排水等の対策
畜産経営に起因する苦情の発生戸数は、以下の

表３−４−２−１０に示すとおりです。苦情の主な原因は
悪臭や水質汚濁が多くを占めています。
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律」（平成11年法律第112号）は、平成
16年11月１日からの完全施行に向け各地域で家畜
排せつ物処理施設の整備が進められました。
現在、簡易対応を実施している農家等において

も恒久的な施設整備を進めています。そのために
補助事業・制度資金融資等が活用されており、特
に資源リサイクル畜産環境整備事業により、畜産
経営に起因する環境汚染の防止と経営の健全化を
図るため、広域的な家畜排せつ物処理施設等の整
備を実施しています。
今後とも家畜排せつ物の適正な管理を指導する

とともに、畜産農業者と耕種農家の連携を強化
し、家畜排せつ物の利用の促進を図っていきます。

▼表３−４−２−１０　畜産苦情件数と飼養農家

畜産課

平成２３年平成２２年平成２１年平成２０年平成１９年平成１８年平成１７年
１９０２４７２４７２７６３００３２３４０５農家戸数

豚
９１８２６３３２２４６２９苦情発生戸数

４．７７．３１０．５１２．０７．３１４．２７．２発生割合
２０．５２４．７３３．３３２．０２５．３３７．１３５．４全体比
６１６６６６６６６９６８７８農家戸数

採
卵
鶏

１０１４２９３苦情発生戸数
１．６０．０１．５６．１２．９１３．２３．８発生割合
２．３０．０１．３３．９２．３７．３３．７全体比
４９５８５８５９７４７１７１農家戸数ブ

ロ
イ
ラ
ー

４４５９１２１苦情発生戸数
８．２６．９８．６１５．３１６．２１．４０．０発生割合
９．１５．５６．４８．７１３．８０．８０．０全体比
７０８７４４７７３８１０８４５８９１９３６農家戸数

乳
用
牛

１３２２２７３０２８３９３３苦情発生戸数
１．８３．０３．５３．７３．３４．４３．５発生割合
２９．５３０．１３４．６２９．１３２．２３１．５４０．２全体比
５,２８０５,７２０５,８６０６,０７０６,１５０６,３４０６,５３０農家戸数

肉
用
牛

１７２９１９２７２３２９１７苦情発生戸数
０．３０．５０．３０．４０．４０．５０．３発生割合
３８．６３９．７２４．４２６．２２６．４２３．４２０．７全体比
６,２８８６,８３５７,００４７,２８１７,４３８７,６９３８,０２０農家戸数

計 ４４７３７８１０３８７１２４８２苦情発生戸数
０．７１．１１．１１．４１．２１．６１．０比率

（単位：戸、％）

２　生活排水対策
工場・事業場排水規制の効果、下水道整備の促

進等、公共用水域の水質保全を図る条件は整いつ
つありますが、閉鎖性水域では依然として水質環
境基準が達成されない水域があり、これらの水域
では汚濁負荷に占める生活系の割合はむしろ大き
くなってきています。
生活排水を根本的に処理するには下水道等の集

合処理施設の整備が欠かせません。公共下水道の
ほか、地域の実状に応じ、農業集落排水処理施設、
コミュニティプラント及び漁業集落排水処理施設
等が県内各地で整備されています。
また、各家庭個別の生活排水処理施設としての

浄化槽設置についても補助制度があり、普及して
きています。

東日本大震災により、下水道をはじめとする生
活排水処理施設が被災し、公共用水域への汚濁負
荷が増えましたが、施設の早期復旧に努め、水質
保全を図っていきます。

▼表３−４−２−１１　生活排水処理施設整備対象人口・普及率と
生活排水対策目標

平成２３年度 平成２１年度 区　　　　　　　分

１，８７２，４０３２，０１６，２１０生活排水処理施設整備対象人口（人）

８１．３８６．６生活排水処理施設普及率（％）

１，７８８，２２７１，７８６，３３６処理区域内人口　　（人）公共下水道

７６，７３７８４，３７９処理区域内人口　　（人）農業集落排水処理施設

１，８４７２，１２８計画処理対象人口　（人）漁業集落排水処理施設

６，５１０６，６７５処理人口　　　　　（人）コミュニティプラント

１３８，５９３１３６，６６５処理人口　　　　　（人）合併処理浄化槽

２７２７処理区域内人口　　（人）簡易排水施設

※豚・採卵鶏・ブロイラーの平成２２年農家戸数については、農林業センサスのため調査を休止しており、平成２１年の農家戸
数を用いています。

環境対策課

※　東日本大震災により、平成２２年度については調査を実施していません。　



第
　
三
　
部

環
境
保
全
施
策
の
展
開

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

75

第４章　安全で良好な生活環境の確保

①　下水道の整備
ア　下水道の整備状況
下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公共

用水域の水質保全を図る上で重要な基盤施設とし
て全県的にその整備が進められており、平成２３年
度末における本県の下水道事業は、公共下水道事
業（市町村事業）が全３５市町村で実施され、供用
が開始されています。
また、流域下水道事業（県事業）としては７流

域（仙塩、阿武隈川下流、鳴瀬川、吉田川、北上
川下流、迫川、北上川下流東部）の整備を促進し
ており、全ての流域下水道で供用を開始していま
す。

本県の下水道普及率は毎年着実な伸びを示して
おり、平成２３年度末で７７．７％（図３−４−２−１５）となっ
ていますが、その内訳を見ると、市部の７９．６％に
対して、町村部は６９．２％と低く、地域的な不均衡
が生じています。
県は、平成２２年３月に生活排水処理基本構想

「甦る水環境みやぎ」の見直しを行い、社会基盤の
整備・拡充の効率化による、良好で均衡ある生活
環境の実現を図っており、全県に生活排水処理施
設を整備する上での下水道の整備目標は、比率で
８２．９％に設定して事業を展開しています。

▼表３−４−２−１２　各種の生活排水関連施設整備の状況（平成２４年３月末現在）

下水道課

処　理　人　口　等整　備　状　況　種　　　　　別
処理区域内人口　　　　　　　１，７８８，２２７人
下水道普及率　　　　　　　　　　　７７．７％
水洗化人口（Ａ）　　　　　　　１，６６８，３７９人

事業実施　３５市町村（１３市２１町１村）
供用開始　３５市町村（１３市２１町１村）公 共 下 水 道

事業実施　１０１地区（１１市８町）
供用開始　９７地区（１１市８町）
処理区域内人口　　　　　　　　　７６，７３７人
水洗便所設置済人口（Ｂ）　　　　　５７，０６２人

事業実施市町村　　　１１市８町
仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、
岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、村田町、
丸森町、山元町、大和町、大郷町、色麻町、涌谷町、美
里町

農業集落排水処理施設

事業実施　１１漁港１４地区（４市２町）
計画対象処理人口　　　　　　　　　８７９人
供用開始　１４地区（４市２町）
供用開始人口（Ｃ）　　　　　　　　１，８４７人

事業実施市町村　　４市２町
石巻市、塩竈市、気仙沼市、東松島市、女川町、南三陸町漁業集落排水処理施設

下水道処理区域外人口（Ｄ）　　　　６，５１０人事業実施市町村　　３市１町　
仙台市、東松島市、大崎市、美里町コミュニティプラント

下水道処理区域外人口　　　　　１３８，６０３人
使用開始済人口（Ｅ）　　　　　　１３８，５９３人

設置基数　　　　３５，８８３基
使用開始済基数　３５，７８１基合 併 処 理 浄 化 槽

処理区域内人口　　　　　　　　　　　２７人
供用開始済人口（Ｆ）　　　　　　　　　１２人

事業実施市町村　１町
加美町簡 易 排 水 施 設

生活排水処理適正処理人口　（G＝A＋B＋C＋D＋E＋F）　　　１，８７２，４０３人
行政区域内人口（H）　　２，３０２，７０６人　　　　生活排水適正処理率（G／H）　　８１．３％

▲図３−４−２−１５　下水道普及率の推移

（千人） （％）

昭和5560 平成10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 232221 （年度）

宮城県行政区域内人口 宮城県処理区域内人口 宮城県普及率 全国普及率
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第３部　環境保全施策の展開

イ　下水道終末処理場の水処理状況
東日本大震災により、特に沿岸部の処理場が大

きな被害を受け、４１ヶ所の処理場のうち４ヶ所が
稼働を停止している他、施設が復旧途上のため、
簡易処理を行っている施設があります。このた
め、BODが１．０～１５０mg/L（除去率０～９９．５％）、
SSがND～８２．０mg/L（除去率０～１００．０％）となっ
ており、震災前と比べて放流水質は悪化し、下水
道法に定められている放流水の水質基準
（BOD１５mg/L以下（計画放流水質の上限値）、
SS４０mg/L以下）を超過している処理場がありま
す。被災した処理場にあっては、放流水が被災前
の水質に早期に戻るよう、施設の復旧を行ってい
ます。
②　農業集落排水処理施設の整備
農村社会における混住化や生活様式の多様化等

により、農業用排水の汚濁が進行し、農業生産性
の維持・向上や農村生活環境に悪影響を及ぼして
いることから、農業集落排水事業により、農業集
落におけるし尿及び生活雑排水等の汚水を処理す
る施設を整備し、農業用排水の水質保全と農業用
排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を
図っています。
農業集落排水汚水処理施設は、平成２３年度まで

に１０１処理区域において整備を実施し、９７処理区
域で供用を開始しています。
今後も水質汚濁による環境への影響と水質保全

の重要性等に関する住民への積極的な啓発活動と
施設の整備を推進します。

③　合併処理浄化槽の普及促進
合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて

処理し、管きょで接続せず短期間で各戸に設置で
きることから、人口の散在、地形の影響等地域の
実情により下水道整備等集合処理が適さない中小
都市や農山村地域における生活雑排水処理施設と
して、社会的に高い期待を集めています。

一方、単独処理浄化槽は生活雑排水を未処理の
まま放流するため、公共用水域の水質保全及び生
活環境を保全する観点からの問題も多く、国では
平成１２年６月に浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）
を改正し、「新設時の合併処理浄化槽の設置義務」
及び「既設単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への
設置替え努力義務」を規定しました。
本県においても合併処理浄化槽の設置基数は

年々増加しており、平成３年３月末に３，８５９基で
あったものが、平成２４年３月末には３１，５３７基とな
り、その普及が進んでいます。
しかし、既に設置されている浄化槽総数５８，１５０

基（平成２４年３月末現在）に対する合併処理浄化
槽の割合は未だ６割にも達しておらず、今後も、
既設の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換
等も図りながら、より一層合併処理浄化槽の普及
を促進していくことが重要です。

３　湖沼水質保全計画
昭和４５年に完成した釜房ダムは、湛水面積３．９

挨、有効貯水量３，９００万逢の利水、洪水調節、発電
等の役割を果たしている多目的ダムです。
昭和５５年から６０年には水道水の異臭味障害が継

続して発生したため、昭和６１年２月に全 燐 に係る
りん

環境基準をⅡ類型として指定したほか、昭和６２年
に「湖沼水質保全特別措置法」（昭和５９年法律第６１
号。以下、「湖沼法」という。）に基づく指定湖沼
の指定を受け、第１期「釜房ダム貯水池に係る湖
沼水質保全計画」を策定して以来、平成１４年度に
第４期を策定し、水質保全に資する事業、面源負
荷対策、各種汚染源に対する規制等の水質保全対
策事業を総合的かつ計画的に実施してきており一
定の効果を示しています。
しかし、第４期計画の最終年度（平成１８年度）

に至ってもＣＯＤ２．０mg/L、全窒素０．４６mg/L及

農村整備課

廃棄物対策課

▲図３−４−２−１６　浄化槽設置基数の推移

環境対策課
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▲平埣地区汚水処理施設（登米市）

（※平成２２年度は東日本大震災の影響で集計ができない市町があった
ため、参考値を示しています。）
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

び全隣０．０１３mg/Lという目標水質を達成できな
かったことから、法の改正を踏まえ、長期ビジョ
ン等を追加した第５期湖沼水質保全計画を平成２０
年３月に策定し、水質保全対策を継続実施してい
ます。
釜房ダム貯水池のＣＯＤは、平成２～３年度に

高い値を示し、その後改善傾向がみられました
が、近年は横ばい傾向にあります。
全窒素（Ｔ－Ｎ）及び全燐（Ｔ－Ｐ）は、これ

まで横ばいから上昇傾向にありましたが、平成１９
年度に一時的に減少が見られたものの、平成２０年
度には増加し近年はほぼ横ばい傾向となっていま
す。
また、活性炭によるカビ臭除去、曝気循環によ

るカビ臭の要因となるフォルミディウムの異常増
殖抑制等に取り組んだ結果、一時期のような継続
的なカビ臭の発生はみられていません。平成２３年
度の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）の７５％値は２．５mg
/L、全燐０．０１７mg/L及び全窒素０．５７mg/Lとなっ
ています。
煙川崎町公共下水道の整備
貯水池集水域内（指定地域）での平成２３年度
末の下水処理可能人口は、約５，１００人、普及率
７９．０％です。
煙ダム貯水池内の対策
異臭味の発生を防止するために、昭和５９年度
からのパイロット実験により曝気循環装置を導
入、第４期から多段式散気曝気装置４基、深層
曝気装置１基を新たに設置し、湖内水の曝気循
環を継続して実施しながら、カビ臭対策等効果
の検証を行っています。
煙工場・事業場系の排水対策
水質汚濁防止法、湖沼法及び公害防止条例に

基づく排水規制の他、規制対象外となる工場・
事業場に対しても必要に応じ汚水処理施設の設
置や適正管理の指導を行っています。
煙生活系の排水対策
下水道への接続を促進するとともに、下水道

区域外では、合併処理浄化槽の普及促進と維持
管理の適正化を指導しています。
煙畜産業に係る汚濁負荷対策
水質汚濁防止法の排水規制等基準の遵守の徹

底や畜舎の適正管理のほか、経営計画も含めた
農家の指導及び家畜排せつ物については「家畜
排せつ物の利用の促進を図るための宮城県計
画」に基づき適正な処理の促進を図っています。
煙面源負荷対策
山林や農用地等の面源由来の汚濁負荷の対策

を行うため、水田及び畑地等の面源負荷の大き
い流出水対策地区を指定し、施肥法の工夫等に
より地下水汚染を防ぐとともに、地力の維持向
上と環境負荷低減を両立させた土づくりの推進
から持続可能な農業等の確立に努めています。
煙流域住民の普及啓発と実践
地元関係団体で組織する「釜房ダム貯水池湖

沼水質保全対策推進協議会」の活動、小学生対
象の水辺教室の開催、広報紙・パンフレット・
生活排水対策用品配布等を通して、水質保全意
識の普及啓発と実践を進めています。
煙調査研究の推進
水質汚濁機構は、複雑多岐で未解明の部分が

多いため総合的な調査研究が必要です。国、県
及び仙台市等で水質汚濁に関する総合的な調査
研究を推進しています。

４　赤潮発生防止対策
平成２３年度には４回の赤潮発生が確認されまし

たが、漁業への被害はありませんでした。
今後とも赤潮の発生状況を監視するとともに、

赤潮の発生を防止するため、閉鎖的な内湾流域内
の工場・事業場に対する窒素・燐排水規制や排水
処理施設の設置及び適正管理の指導、下水道の整
備等による生活排水対策等閉鎖性水域の富栄養化
防止対策を推進していきます。

環境対策課

▼表３−４−２−１３　赤潮発生状況

漁業被害プランクトンの種類場所（海域）発生年月日

なしNoctilca scintillans仙台湾平成２３年５月２７日１

なしProrocentrum triestinum
Heterosigma akashiwo気仙沼湾（湾奥）平成２３年９月５日２

なしCeratium furca
Prorocentrum triestinum気仙沼湾（尾崎から大川河口）平成２３年１０月２４日３

なしCeratium furca 志津川湾荒島周辺平成２３年１０月２５日４



第
　
三
　
部

環
境
保
全
施
策
の
展
開

安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保

78

第３部　環境保全施策の展開

５　水環境教育の推進
水生生物による水質調査は、河川に住む水生昆
虫等を調べ、その結果から、河川の水環境の状態
を知ろうとするもので、昭和61年度から、小中高
校生、一般県民及び市町村担当者等に呼びかけ
て、身近な河川の水環境を体験し、河川への親し

みや水環境保全意識の啓発のための機会を提供す
ることを目的として実施しています。
平成23年度には、県内の小・中・高等学校等合

計23団体654名の参加により白石川、広瀬川及び
名取川等で調査を実施しました。

環境対策課

▼表３−４−２−１４　水生生物による水質調査結果（平成２３年度）

参　　加　　団　　体　　名
水　質　階　級の　べ

地点数河　川　名水系名
判定不能ⅣⅢⅡⅠ

丸森町立丸森小学校１１阿 武 隈 川１

阿武隈川

宮城県柴田高等学校サイエンス部２２白 石 川２

宮城県蔵王高等学校自然科学部　宮城県柴田高等学校サイエンス部２２松 川３

宮城県柴田高等学校サイエンス部２２斎 川４

宮城県白石高等学校七ヶ宿校１１横 川５

丸森町立筆甫小学校１１内 川６

白石市立白石中学校１１沢 端 川７

仙台市立生出小学校赤石分校　仙台市役所７７名 取 川８

名 取 川 仙台市立大沢中学校　仙台市役所２２広 瀬 川９

川崎町立碁石小学校１１碁 石 川１０

仙台市立根白石中学校　仙台市役所２２七 北 田 川１１七北田川

色麻町立清水小学校１１保 野 川１２
鳴 瀬 川

加美町立加美石小学校第４学年１１田 川１３

登米市立柳津小学校自然科学クラブ１１黄 牛 川１４

北 上 川

宮城県佐沼高等学校自然科学部１１迫 川１５

栗原市立金成中学校１１夏 川１６

宮城県一迫商業高等学校１１長 崎 川１７

宮城県古川黎明高等学校自然科学部１１江 合 川１８

栗原市立金成中学校１１金 流 川１９

栗原市立金成中学校１１有 馬 川２０

気仙沼市立鹿折中学校１１２鹿 折 川２１
気仙沼湾

気仙沼市立面瀬小学校１１２面 瀬 川２２

気仙沼市立津谷小学校　宮城県本吉響高等学校３３津 谷 川２３
そ の 他

気仙沼市立馬籠小学校１１牛王野沢川２４

１１０１０２７３９合　　　計
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

自然界においては、降水が土壌等に保持され、
若しくは地表水及び地下水として流下して海域等
へ流入し、又は大気中に蒸発して再び降水になる
一連の過程（「自然の水循環」）があります。
この自然の水循環において、水の浄化機能その

他の自然の水循環の有する機能が十分に発揮さ
れ、人間の社会生活の営みと水環境その他の自然
環境の保全との適切な均衡が確保されている状態
を保全し、宮城県のもつ恵まれた水環境を次代へ
引き継ぎ、現在及び将来の県民が豊かな水の恩恵
を享受し、快適な社会生活を営むことができるよ
う、平成１６年６月に「ふるさと宮城の水循環保全
条例」（平成１６年条例第４２号）が制定され、平成１７
年１月から施行されています。
県は、この条例に沿って、平成１８年度に、健全

な水循環の保全に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るための基本的な計画である「宮城県
水循環保全基本計画」を策定しました。この「基
本計画」では、水循環の健全性を示す重要な要素
として、次の４つを取り上げています。

また、県内を、他県にまたがる大規模な北上川
流域及び阿武隈川流域とその２大流域にはさまれ
た、鳴瀬川流域、名取川流域、そして多くの小河
川から構成される南三陸海岸流域の計５流域に区
分しました。
この５つの流域ごとに、「基本計画」に基づく各

流域における健全な水循環の保全に関する施策の
効果的、具体的な推進を図るための「流域水循環
計画」を策定することとされています。
この「流域水循環計画」の策定は、「基本計画」で

の健全な水循環に重要な４つの要素の総合評価結
果をもとに、評価が低い流域から順次行うことに
なっています。
これまで、平成２０年度に「鳴瀬川流域」、平成２２

年度に「北上川流域」及び「名取川流域」の計画
が策定されました。今後は、「南三陸海岸流域」及
び「阿武隈川流域」の流域水循環計画策定に向け
た作業を進めていくとともに、計画策定済み流域

における計画の着実な推進に向けた取組を実施し
ていくこととしています。

１　「鳴瀬川流域」における取組
平成２０年度に流域水循環計画を策定した鳴瀬川

流域については、平成２１年度に県庁内関係課、関
係市町村・国の機関及びＮＰＯ等地域活動団体等
からなる「鳴瀬川流域水循環計画推進会議」を開
催し、意見交換を行う中で課題や事業の進め方に
ついて検討しました。
また、大和町、色麻町及び加美町の区域の一部

を条例第１３条に基づく「水道水源特定保全地域」
として指定しました。
平成２３年度は、関係行政機関や民間活動団体等

による流域計画に関連する事業や取組の実施状況
や計画で設定した管理指標の状況について取りま
とめを行いました。

２　「北上川流域」及び「名取川流域」にお
ける取組
北上川流域及び名取川流域については、平成２２

年度に流域水循環計画を策定し、平成２３年度は、
条例第１３条に基づく「水道水源特定保全地域」の
指定を行いました。
この地域の指定では、国有林管理者や河川管理

者、関係市町長等からの意見を考慮して、山間部
の水道水源地域のうち良好な水循環の保全を図る
上で特に重要と認められる区域を調整し、地域住
民や環境審議会からの意見聴取手続を経て、平成
２４年２月に「水道水源特定保全地域」の指定・告
示を行っています。
今後は、関係団体との意見調整等を行う中で、

事業の進め方や課題等について検討していくこと
としています。

４　健全な水環境を目指して講じた施策

【健全な水循環の４つの要素】
煙清らかな流れ　（水質のよさ）
煙豊かな流れ　（水量の豊かさ）
煙安全な流れ　（水災害に少なさ）
煙豊かな生態系　（自然環境の豊かさ）

環境対策課
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▲図３−４−２−１７　宮城県水循環基本計画における各指標の評価（各要素で最も良い状態を１０点とする）
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南三陸海岸流域（総合評価28.9点→29.2点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ

豊かな生態系

北上川流域（総合評価26.0点→27.4点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ

豊かな生態系

鳴瀬川流域（総合評価25.5点→25.7点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ

豊かな生態系

名取川流域（総合評価28.4点→28.7点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ

豊かな生態系

阿武隈川流域（総合評価29.1点→31.7点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ

豊かな生態系

宮城県全域（総合評価28.0点→28.9点）

清らかな流れ

豊かな流れ

安全な流れ 

豊かな生態系
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（注）１グラフは、宮城県水循環保全基本計画策定時の各指標の評価（黒点線）と現時点の最新値による各指標の評価（青線）で示しており、各要
素で最も良い状態を１０点とする。

２上記指標の現時点の最新値は「清らかな流れ」は平成２３年度、「安全な流れ」は平成２２年度の数値に更新しており、「基本計画当初値→現況
最新値」で表記している。

３「豊かな流れ」と「豊かな生態系」については、県全体での更新可能な統計データにより更新し、「基本計画当初値→現況最新値」で表記し
ている。なお、流域ごとの統計データとはなっていないため、流域別グラフでは基本計画当初値のみ記載している。




